
岩倉市商業団体等事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中小企業及びサービス業の振興を図るため、中小商業者等で組

織する団体（以下「商業団体等」という。）が行う公共性の強い商店街環境整備等の

共同施設の設置等及び販売促進等の共同事業の実施に要する経費並びに空き店舗活

用事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で交付する補助金に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（補助の対象となる団体） 

第２条 商業及びサービス業を営む中小企業者が主たる構成員であって、法人格を有

する団体及びその他業界の指導的立場にあって市長が適当と認める団体とする。 

２ 前項の団体は、次に掲げる要件を備えているものとする。 

(1) 営利を目的としないこと。 

(2) 代表者及び役員の定めのあること。 

(3) 定款又はこれに準ずるものが定められていること。 

(4) 収支の経理が明確にされていること。 

 （補助の対象となる事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、当該年度に行われる事業であって、次に掲げるも

のとする。 

(1) 共同施設 

街路灯等（木柱のものは除く。）の新築、改築及び撤去に要する経費 

(2) 共同事業 

   共同宣伝事業のうち装飾費に要する経費その他市長が適当と認める事業に要す 

る経費 

(3) 空き店舗活用事業 

       コミュニティホール等に活用する空き店舗活用事業及び不足業種等誘致のため 

のチャレンジマート事業に係る賃貸料及び改装費に要する経費（土地購入費を除 

く。）とする。ただし、補助対象となる期間は、１店舗につき、空き店舗活用事業 

の場合は５年以内、チャレンジマート事業の場合は１年以内とする。 

２ 前項に掲げる共同施設及び共同事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに

ついては、前項の規定にかかわらず、補助の対象としない。 

(1) 一部少数団体員の利益になるもの 

(2) 道路法、建築基準法その他関係法令に抵触するもの 

(3) 当該年度中、いかなる名目によるかを問わず、他に本市の補助対象となってい

る共同施設及び共同事業 

 （補助率） 

第４条 前条の事業に要する経費に対する補助率は、共同施設の新築、改築及び撤去

にあっては市長が適当と認める経費の４０パーセント以内、共同事業にあっては市

長が適当と認める経費の２０パーセント以内、空き店舗活用事業にあっては、改装



費については対象経費の２０パーセント以内、賃貸料については対象経費の３分の

１以内とし、市の予算範囲とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この

限りでない。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 共同施設、共同事業及び空き店舗活用事業の補助金の交付を申請しようとす

る団体は、岩倉市商業団体等事業費補助金交付申請書（様式第１）に関係書類を添

えて、毎年６月３０日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に

必要と認める場合は、この限りでない。 

 （補助金交付の決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは、補助金の交付決定を行うものとする。 

 （申請の取下げ） 

第７条 補助金の交付決定の通知を受けた団体（以下「補助事業者」という。）が、当

該通知に係る内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金交付決定の

通知の日から２０日以内に申請の取下げをすることができる。この場合においては、

当該補助金の交付決定は、なかったものとする。 

（補助事業内容の変更及び廃止） 

第８条 補助事業者が当該決定に係る補助事業の内容を変更しようとするときは、あ

らかじめ岩倉市商業団体等補助事業計画変更承認申請書（様式第２）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。ただし、一事業に対し１０万円未満の事業

内容の変更については、この限りでない。 

２ 補助事業者が当該補助事業を廃止しようとするときは、補助金の交付決定の日か

ら３０日以内に岩倉市商業団体等補助事業廃止承認申請書（様式第３）を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

 （補助事業の完了期限） 

第９条 補助事業者は、毎年３月３１日までに補助事業を完了しなければならない。

ただし、特にやむを得ない事情により期限内に補助事業が完了できないと認められ

るときは、直ちに岩倉市商業団体等補助事業完了遅延報告書（様式第４）を市長に

提出しなければならない。 

 （実績報告書の提出及び補助金の交付請求） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、岩倉市商業団体等補助事業実

績報告書（様式第５）と請求書（様式第６）に補助金交付決定通知書の写し（代表

者原本証明のもの）を添えて、事業完了後２０日以内に市長に提出しなければなら

ない。 

 （補助金の交付） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金交付の請求があったときは、速やかに補

助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付



決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。 

(1) この要綱又は補助金交付決定に付した条件に違反したとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正の行為があった

とき。 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、補助金を交付した後、補助金の額を確定し、補助事業者に通知す

るものとする。 

（書類の整備及び保存） 

第１４条 補助事業者は、当該補助事業に係る経理についての収支を明らかにし、関

係書類を整理して、５年間保存しなければならない。 

 （共同施設の保存） 

第１５条 補助事業者は、市長の承認を受けなければ、補助の対象となった共同施設

を補助目的以外に使用し、譲渡し、取り壊し、又は担保に供してはならない、ただ

し、補助金交付から５年が経過した場合は、この限りでない。 

（報告等） 

第１６条 市長は、補助事業者に対し、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求

め、又は検査することができる。 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成元年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１６年６月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱の規定に基づいてなされた申請等については、改正後の要綱の規定 

による申請等とみなす。 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱の規定に基づいてなされた申請等については、改正後の要綱の規定

による申請等とみなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 



附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１（第５条関係） 

 

年  月  日 

岩倉市長 殿 

所 在 地         

団 体 名         

代表者職氏名         

 

 

岩倉市商業団体等事業費補助金交付申請書 

 

 

  別紙事業を実施するにあたり、岩倉市商業団体等事業費補助金の交付を受けたい

ので、要綱第５条により関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

   補助金交付申請額 金        円 

 

 

添付書類 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書 

３ 団体の概要 

４ 役員名簿（役員の職氏名、住所、屋号及び電話番号を記入したもの） 

５ 登記簿謄本及び定款又はこれに準ずる規約、会則等。ただし、前年度から継続し

て申請を行っている団体にあっては、内容に変更がない場合に限り、登記簿謄本及び

定款又はこれに準ずる規約、会則等を省略することができる。なお、省略する場合に

は前回提出年度を明示すること。 

 登 記 簿 謄 本 定 款 等 

前回提出年度 年度 年度 

６ 当該事業の実施について議決した総会又は総代会の議事録（写） 

７ 施設にあたっては契約書（写）又は見積書（写）、仕様書及びその図面又はカタロ

グ並びに配置図。ただし、見積書は２社以上の合見積とする。 

８ ア 建物及びアーケード、広告塔、アーチ（４ｍを超えるもの）等にあたっては、

その建築確認通知書（写） 



  イ 街路灯、アーチ及びアーケード等については道路占用許可証（写） 

  ウ 私有地を利用する場合は、地主承諾書（写）、借家を利用する場合は家主承諾

書（写） 

  エ 共同施設の改造にあっては、その改造前の写真 

９ 前各号の（写）には、全て代表者の原本証明をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

補 助 事 業 計 画 書 

 

施設及び事業名 実施予定年月日 実施の具体的内容 備 考 

（共同施設） 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

（共同事業） 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

（空き店舗活用事業） 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

収 支 予 算 書 

収入の部 

区 分 予 算 額 積 算 の 基 礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計   

 

 

 支出の部 

区 分 予 算 額 積 算 の 基 礎 

1 施設又は事業名 

（1） 

（2） 

（3） 

 

 

2 施設又は事業名 

（1） 

（2） 

（3） 

 

 

 

 

 

  

計   

 

 

 

 

 



 

団 体 の 概 要 

 

1．設立年月日       年  月  日 

2．団体の地区 

3．団体員の数       名（商業  名、サービス業  名、その他  名） 

4．現有施設     次表のとおり 

 

施 設 名 構造・形式 数量 設置年月日 
過去における貸付金 

又 は 補 助 金 額 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 記載上の注意 

  申請時の状況について記入のこと。 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２（第８条関係） 

 

年  月  日 

岩倉市長 殿 

所 在 地         

団 体 名         

代表者職氏名         

 

岩倉市商業団体等補助事業計画変更承認申請書 

 

   年  月  日付け第  号で交付決定のありました  年度岩倉市商業団体

等補助事業を下記のとおり変更したいので、要綱第８条第１項により関係書類を添え

て申請します。 

 

記 

 

 

１ 変更後の補助金交付申請額  金         円 

２ 変更しようとする施設又は事業名 

施設又は事業の名称 数 量 単 価 金 額 備  考 

 

 

 

 円 円  

計     

３ 変更の理由（具体的に記入のこと） 

 

 

 

添付書類 

１ 計画変更に伴う事業計画書 

２ 計画変更に伴う収支予算書 

３ 当該事業の変更について議決した総会又は総代会の議事録（写） 

４ 施設の計画変更の場合は、見積書（写）、仕様書及び図面、又はカタログ並びに配

置図を添付のこと。 

５ 建物、アーチ、アーケード及び街路灯にあっては、それぞれ建築確認通知書（写）、

道路占用許可書（写）、私有地にあっては地主承諾書（写）等を添付のこと。 

６ 全各号の（写）には、全て代表者原本証明をすること。 

 



 

計画変更に伴う事業計画書 

 

区    分 当 初 計 画 計 画 変 更 

1 施設名又は事業の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 施設名又は事業の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

計画変更に伴う収支予算書 

 

収入の部 

区  分 
当初計画 計 画 変 更 

予算額（旧） 予算額（新） 積算の基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 円  

計    

 

 

 支出の部 

区  分 
当初計画 計 画 変 更 

予算額（旧） 予算額（新） 積算の基礎 

1 施設名又は事業名 

 

 

 

 

2 施設名又は事業名 

 

 

 

 

 

円 円  

計    

 

 

 

 

 

 



 

様式第３（第８条関係） 

 

年  月  日 

岩倉市長 殿 

所 在 地         

団 体 名         

代表者職氏名         

 

 

岩倉市商業団体等補助事業廃止承認申請書 

 

 

   年  月  日付け第  号で交付決定のありました岩倉市商業団体等補助事

業を下記により廃止したいので、要綱第８条第２項により申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 廃止しようとする施設名又は事業名 

２ 廃止する理由 

３ その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４（第９条関係） 

 

年  月  日 

岩倉市長 殿 

所 在 地         

団 体 名         

代表者職氏名         

 

 

岩倉市商業団体等補助事業完了遅延報告書 

 

 

   年  月  日付け第  号で交付決定のありました岩倉市商業団体等補助事

業の実施時期が、下記のとおり遅延しますので、要綱第９条により報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助事業名 

２ 遅延する理由 

３ 遅延後の実施予定時期 

   着工（又は開始）        年  月  日 

   完了              年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５（第１０条関係） 

 

年  月  日 

岩倉市長 殿 

所 在 地         

団 体 名         

代表者職氏名         

 

 

岩倉市商業団体等補助事業実績報告書 

 

 

   年  月  日付け第  号で交付決定のありました岩倉市商業団体等補助事

業を完了したので要綱第 10条により関係書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

 

    補助金交付決定額   金         円 

 

 

添付書類 

１ 補助事業実績書 

２ 収支決算書 

３ 補助対象となった経費の支払領収書（写）（代表者原本証明のもの） 

４ 共同施設事業及び空き店舗活用事業にあっては、契約書（写）及び設置後の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

補 助 事 業 実 績 書 

 

区   分 説       明 

1 施設又は事業名 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 施設又は事業名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

収 支 決 算 書 

収入の部 

区 分 予 算 額 決 算 額 説明及び積算の基礎 

（収支予算書の収

入科目と同一に

記入すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 円  

計    

 

 

 支出の部 

区 分 予 算 額 決 算 額 説明及び積算の基礎 

（収支予算書の収

入科目と同一に

記入すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 円  

計    

 

 

 

 

 



 

様式第６（第１０条関係） 

 

 

 

 

請       求       書 

 

金               円 

 

ただし、岩倉市商業団体等事業費補助金 

 

 

 

 

 上記金額をお渡しください。 

 

 

 

        年  月  日 

 

 

 

所 在 地         

団 体 名         

代表者職氏名         

 

岩倉市長 殿 

 

 

 

 

（注）交付決定通知書の写（代表者原本証明）を添付すること。 

 

 

 

 

 


